
【暴走族に関する問い合わせ先】 
 

内  容 機関・団体名 所在地・電話番号等 

暴走族の取締り 
長野県暴走族総合対策本部 

（県警察本部交通指導課内） 

長野市南長野字幅下６９２－２ 

TEL ０２６－２３３－０１１０ 

不正改造 

に関する 

情報・相談・ 

問い合わせ 

国土交通省北陸信越運輸局 

○長野運輸支局 

 

○松本自動車検査登録事務所 

長野市大字西和田１－３５―４ 

TEL ０２６－２４３－５５２５ 

   （不正改造車１１０番） 

松本市平田東２－５－１０ 

TEL ０２６３－８５－３５８２ 

暴走族から 

抜けたい・ 

抜けさせたい 

ヤングテレホン（少年に関する悩みごとの相談） 

○県警察本部   TEL/FAX ０２６－２３２－４９７０（ヨクナレ） 

○長野中央警察署 TEL/FAX ０２６－２４１－０７８３（ゼロナヤミ） 

○松本警察署   TEL/FAX ０２６３－２５－０７８３ 

○上田警察署   TEL/FAX ０２６８－２３－０７８３ 

○伊那警察署   TEL/FAX ０２６５－７７－０７８３ 

(財)長野県暴力追放県民センター 
長野市南長野字幅下６９２－２ 

TEL ０２６－２３５－２１４０ 
暴力団から 

抜けたい・ 

抜けさせたい 
暴力追放ダイヤル 

○県警察本部   TEL ０２６－２３５－１２２４ 

 

【推進機関・団体】 
 

◆官公庁等 
 長野県 
 長野県警察 
 長野県教育委員会 
 市町村 
 長野県市長会 
 長野県町村会 
 長野県市議会議長会 
 長野県町村議会議長会 
 長野労働局 
 北陸信越運輸局長野運輸支局 
 長野国道事務所 
 飯田国道事務所 
 長野保護観察所 
 長野少年鑑別所 
 信越総合通信局 
 長野県交通安全運動推進本部 
 
◆教育関係団体 
 長野県私立中学高等学校協会 
 長野県高等学校長会 
 長野県中学校長会 
 長野県市町村教育委員会連絡協議会 
 長野県高等学校ＰＴＡ連合会 
 長野県ＰＴＡ連合会 
 (社)長野県専修学校各種学校連合会 
 
◆青少年・福祉関係団体 
 長野県公民館運営協議会 
(社)長野県社会福祉協議会 
長野県青少年育成県民会議 
 長野県青少年団体連絡協議会 
 長野県青少年補導センター連絡協議会 
 長野県青少年補導委員会連絡協議会 
 長野県こども会育成連絡協議会 
 長野県勤労青少年福祉推進者連絡協議会 
 長野県勤労青少年ホーム連絡協議会 
 長野県少年警察ボランティア協会 
 長野県保護司会連合会 
(社)日本青年会議所長野ブロック協議会  

(社)長野県連合婦人会 
長野県婦人教育推進協議会 
ＪＡ長野県女性協議会長野県少年会議 

 
◆その他関係団体等 
(財)長野県暴力追放県民センター 
(社)長野県生活衛生同業者組合連合会 
(社)長野県食品衛生協会 
(社)長野県薬剤師会 
長野県中小企業団体中央会 
(社)長野県商工会議所連合会 
長野県商工会連合会 
(社)長野県経営者協会 
長野県石油商業組合 
長野県農業協同組合中央会 
長野県遊技業協同組合 
(社)長野県防犯協会連合会 
長野県観光客安全対策推進会議 
長野県書店商業組合 
日本労働組合総連合会長野県連合会 
長野県労働組合連合会 
長野県交通運輸労働組合協議会 
全国自動車交通労働組合長野地方連合会 

 
◆交通・運輸関係団体等 
東日本高速道路株式会社 
中日本高速道路株式会社 
長野県道路公社 
(財)長野県交通安全協会 
(社)長野県安全運転管理者協会  
(財)長野県交通安全教育支援センター 
長野県高速道路交通安全協議会 
一般社団法人長野県自動車販売店協会  
(社)長野県自家用自動車協会 
(社)長野県トラック協会 
(社)長野県バス協会 
長野県タクシー協会 
長野県個人タクシー協会 
(社)長野県ダンプカー協会 
長野県二輪車安全普及協会 

自動車安全運転センター長野県事務所 
(社)長野県指定自動車教習所協会 
(社)長野県自動車整備振興会 
長野県自動車車体整備協同組合 
軽自動車検査協会長野事務所 
長野県軽自動車協会  
長野県中古自動車販売協会 
長野県自動車タイヤ商業組合 
 
◆報道機関 
長野県情報ネットワーク協会 
ＮＨＫ長野放送局 
信越放送㈱ 
㈱長野放送 
㈱テレビ信州 
長野朝日放送㈱ 
長野エフエム放送㈱ 
中日新聞社長野支局 
共同通信社長野支局 
朝日新聞社長野支局 
信濃毎日新聞社 
読売新聞社長野支局 
時事通信社長野支局 
毎日新聞社長野支局 
日本経済新聞社長野支局 
産経新聞社長野支局 
長野日報社 
新建新聞社 
日本食糧新聞社信越総局 
日刊工業新聞社長野支局 
長野県商工新聞社 
医療タイムス社 
長野県政タイムス社 
日刊建設産業新聞社甲信越支社 
日本農業新聞社信越支局 
防犯信州社 
 
（ 順不同 ） 

平成２３年度 暴走族追放県民運動推進計画 
 

１ 趣 旨 
 

「暴走族の不法行為は許さない」という県民一人ひとりの暴走族追放意識の高揚を図り、青少

年の健全育成と安全で快適な交通環境を確保するため、家庭、学校、職場、地域、関係機関・団体、

市町村、県及び警察が相互に連携し、青少年の暴走族への加入を防止するとともに、離脱支援を積

極的に行い、一地域の問題としてではなく広域的課題として暴走族追放運動を推進する。 
 

２ スローガン 
 

～ 暴走をしない させない 見に行かない ～ 
 

３ 推進事項 
 

○ 家庭、学校、職場、地域と関係機関等の連携による加入の防止 

○ 広報啓発活動の推進 

○ 指導取締りの強化及び離脱・解体補導の徹底 
 

４ 暴走族追放強化期間 
 

６月１日（水）～７月３１日（日）までの２か月間 
   

この時期に活発化する暴走行為や暴走族への加入を防止し、離脱を支援するため、「県民総ぐる

みの青少年健全育成運動」、「暴走族取締強化期間」や「不正改造車排除強化月間」等と連動して運

動を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 暴走族加入の予兆から末期まで ＊＊＊ 

・ 親や教師の注意指導を聞かなくなる。 
・ バイクの改造に興味を持ち始める。 
・ 夜間の外出や外泊が多くなる。 
 
 
・ 髪や服装の乱れた友達が家に出入りするようになる。 
・ 暴走族の写真入りカー雑誌を読む。 
・ 小遣いを無心するようになる。 
 
 
・ 特攻服を持っている。 
・ 暴走族の会費を払うために、万引きや恐喝等を行う。 
・ 学校又は仕事をサボることが多くなる。 
 
 

・ 警察に検挙される。 

・ 学校や仕事をやめる。 

・ 最終的には暴力団に加入する。 

予 兆 期 

加入初期 

最 盛 期 

末   期 

まだ間に合う 

大至急、対策検討 

行き着く先は 

暴力団！！ 

長野県暴走族追放県民会議             TEL：０２６－２３５－７１７４（直通） 

（事務局：長野県企画部生活文化課内）          FAX：０２６－２３４－６５７９ 

〒 380-8570 長野市大字南長野字幅下６９２の２     E-mail: seibun@pref.nagano.lg.jp 



～ 暴走をしない させない 見に行かない ～ 
 

 

 

 

 
 
◯ 家庭、学校、職場、地域と関係機関等の連携による加入の防止 
 

暴走族問題は、青少年の非行問題をはじめ、家庭、学校、職場、地域との関わりなど、多方面にわたるため、

関係機関・団体相互間の連絡調整を図り、特に広域的な見地から必要な措置を講ずることとし、暴走族追放の

気運を確固たるものにする。 
 

実施主体 実   施   内   容 

１ 家 庭 

○ 暴走行為を行ったり、見物に行くことがないように注意 

○ バイクや車を暴走行為を行う目的で購入したり、不正改造をさせないための注意 

○ 日頃の言動や購読する雑誌への注意 

○ 夜間外出・友人関係への注意 

２ 学 校 

○ 暴走族問題に関する情報の提供 

○ 学校警察連絡会議・教育委員会・補導センター・ＰＴＡ等との相互連絡による加入

防止対策と離脱の推進 

○ 学外での交友関係、服装・態度の変化に対する適切な指導 

○ クラブ活動等による居場所づくり 

３ 職 場 
○ 従業員への暴走族に関する情報提供と通勤車両の点検等による指導・管理の徹底 

○ ヤングドライバークラブの結成及びクラブ加入の促進 

４ 地域・住民 

○ 地域ぐるみの「愛の声かけ運動」の推進 

○ 暴走族追放運動気運の高揚 

○ 暴走族や改造車両を見た際の警察へ通報の徹底 

○ 大型店やコンビニの駐車場がたまり場とならないよう、管理者への協力要請及び巡

回パトロールの実施 

５ 販売事業者 

○ 暴走行為に使用されるおそれのある自動車等及びその部品販売と不正改造の拒否 

【自動車販売・整備関係事業者】 

○ 暴走族が利用する衣服等への暴走族であることを誇示する刺しゅう・印刷、旗等の

販売自粛【該当商品の販売・加工業者】 

○ 不正改造車両に対する燃料販売の自粛【燃料販売事業者】 

６ 公園・道路等

の管理者 

○ 公園・駐車場・空き地等が暴走族等に使用されないための対策の実施 

【公園・駐車場等の管理者】 

○ ローリング行為をさせない道路環境整備【道路管理者】 

７ 県・市町村 

及び関係機関 

・団体 

○ 市町村、関係機関・団体との連携の確保と情報の提供【県】 

○ 校長会等を通じた教育機関への情報提供【県】 

○ 夏祭り等の各種イベントの主催者に対する暴走族追放対策の要請【市町村】 

○ 暴走族追放のための条例や宣言に沿い、実情にあった取り組みの実施【市町村】 

○ 青少年健全育成のための居場所づくり【市町村】 

○ 各警察署及び補導センターにおける相談コーナーの開設並びに相談活動の充実 

【県警、補導センター】 

○ 不正改造車排除運動の充実・強化【北陸信越運輸局長野運輸支局】 

 

 

 

 

 

 

 

◯ 広報啓発活動の推進 
 

広く県民に暴走族追放の気運を醸成するとともに、暴走族を許さない社会環境をつくり出すための広報啓発活

動を推進する。 

 

実施主体 実   施   内   容 

県・市町村及び

関係機関・団体 

○ 広報媒体の活用と広報誌（紙）等による追放キャンペーンの実施 

【県・市町村・関係機関・団体】 

 ・広報誌（紙）・機関誌（紙）・各業界報・公民館報等の活用 

 ・ＣＡＴＶ・有線放送・市町村行政無線放送等の活用 

 ・各種イベント等での暴走族追放コーナーの設置等 

○ 県警ホームページに暴走族追放啓発資料の掲載【警察】 

○ 報道機関への資料提供、スポット放送及びキャンペーンの依頼【県】 

○ 道路情報板を利用した啓発活動の実施【道路管理者】 

○ 各種運動と連携した啓発活動の実施【県・市町村・関係機関・団体】 

 ・不正改造車を排除する運動                 （強化月間６月 １日～６月３０日） 

 ・青少年の非行問題・被害防止全国強調月間           （７月 １日～７月３１日） 

 ・社会を明るくする運動                             （７月 １日～７月３１日） 

 ・薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動          （６月２０日～７月１９日） 

 
 

◯ 指導取締りの強化及び離脱・解体補導の徹底 

 

暴走族の不法行為に対する取締りを徹底するとともに、暴走族からの離脱及びグループの解体・補導を推進

する。また、暴走族とその背後に存在する暴力団等との関係を断ち切る。 

 

実施主体 実   施   内   容 

関係機関・団体 

○ 暴走の準備及び集合段階での警察への通報【タクシー業者等】 

○ 不正改造防止のための街頭検査及び支局等の構内における不正改造車の排除の実施 

【長野運輸支局】 

○ 暴走行為・不正改造に対する検挙の強化と車両の押収及び迅速な行政処分の執行【警察】 

○ 共同危険行為等禁止違反の検挙と面倒見暴力団の検挙を含めた捜査の徹底【警察】 

○ 暴走族等による街頭犯罪抑止対策の強化【警察】 

○ 加入阻止・離脱支援対策の推進【関係機関・団体】 

○ グループの解体補導【青少年関係団体】 

 ・保護司・少年警察協助員・少年警察ボランティア等による連携の強化 

 ・暴走族少年の保護者との懇談会の開催 

 ・関係機関・団体との連携による補導体制の充実 
 

暴暴  走走  族族    追追  放放  運運  動動  


